
　　令和８年１月５日（月）午後２時　玉名市役所　４階　第２委員会室

１．本日の出席農業委員は、次のとおりである。

１番　下川　安 ２番  髙田  優子 ３番　村上　孝夫　 ４番　梅田　政次郎

５番　坂本　正敏 ６番　小山　昭 ７番　東　英治 ８番　本田　多美子

９番　上田　龍介 10番　西依　雅孝 11番　村上　孝 12番　植田　勝登

13番  髙本　昌揮 14番　宮永　義一 16番　古田　知明 17番　池田　秀昭

18番　後藤　雄一 19番　坂門　聡一

15番　上土井　幸治

３．本日の出席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推１  水本　信之 推２　岡田　正治 推３　佐藤　浩光 推４　竹下　祐一

推５  小山　高廣 推７　関　幸次郎 推８　荒木　雄二 推９　平野　雅久

推10　德山　幸博 推11　柴尾　覚 推12　森尾　由成 推13　美﨑　毅

推14　島村　和久 推15　大家　保 推17　坂口　春義 推18　中村　輝美

推19　丸山　和則

４．本日の欠席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推６　縄田　伊知郎 推16　今上　隆

５．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　西山　美和 次長　棚木　章文 係長　稲生　優一 参事　大原　美和

主事　山口　遥大 会計年度任用職員　瀧石　修 会計年度任用職員　堀　春美

６．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

　　　1名

議　題

第 1 号 農地法第３条の規定による許可申請について

第 2 号 農地法第４条の規定による許可申請について

第 3 号 農地法第５条の規定による許可申請について

第 4 号 農用地利用集積等促進計画の意見決定について 　

第 5 号 農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定について

報　告

第 1 号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について(１８条)

第 2 号 許可書返納届について
第 3 号 許可申請の取下げについて

令和８年第１回玉名市農業委員会総会議事録

２．本日の欠席農業委員は、次のとおりである。
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１．開 会 

○事務局長（西山美和君） それでは、定刻となりましたので始めます。本日は、農業

委員総数１９名のうち１８名の御出席で、上土井委員から欠席の届出があっており

ます。 

 また、最適化推進委員は、総数１９名のうち１７名の御出席で、縄田委員と今上

委員から欠席の届出があっております。 

 玉名市農業委員会会議規則第７条の規定により会議は成立しておりますので、た

だいまより、令和８年第１回玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（西山美和君） まず、下川会長より御挨拶をいただきまして、引き続き、

会議規則第５条の規定により議長をお願いし、議事の進行をお願いいたします。 

○会長（下川 安君） それでは、皆様、改めまして明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、年明け早々のお忙しい中、寒い中ですけども、令和８年第１回の総会と

いうことで、御出席をいただきましてありがとうございます。 

 今年の正月は、皆さんいかがでしたでしょうか。さておいて、少し寒い正月です

けども、思えば、２年前は正月早々能登で地震があって、去年は正月早々、東北地

方だったかな、ものすごく豪雪だった、何かそんなことを思い出して。今年は、国

内は何もなかったんですけども、ほとんど何もないような正月でしたので、良い正

月だったかなというようなことを思っています。 

 それから、寒いのでインフルエンザも流行っていますので、身体の方には気を付

けていただきますようよろしくお願いしたいと思います。 

 新年でという訳ではないですけど、農業新聞を見ていたら、去年の米の問題に発

することで色々、新聞にも何ページかありましたので、ちょっと読んでいたら、そ

ういう色んな記事が出ていました。色んな課題が書いてありますけども、そういう

ところは、皆さん、委員さんの方が詳しいのかなと思います。このように、何か色

んな農政の問題が浮き彫りに出た一年かなと、ということを思いながらですね、そ

ういう厳しい環境としても、私たち農業委員会としては、農業委員会だよりにあり

ますけども、基本的には、３つのことをしっかり頑張っていくことが大事かなと思

います。 

 １つが、地域農業の振興ということで、地域計画の推進であったり、農地中間管

理機構への参画など、そういうのが１つの役割かなということです。 

 ２つ目が、農地法、農政対策でしっかり判断していくというようなこと、それか
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ら現地調査、それから農地パトロール、それから遊休農地の発生の防止等々につい

て、しっかり頑張っていくというのが２つ目の役割なのか。 

 ３つ目が、農業の担い手の育成というですかね。色んな農地利用、農地の集積の

ことを考えてやったりとか、経営改善とか、農業者に情報を提供するなど、そうい

うことが役割、それが基本的な農業委員会の役割かなと思っていますので、今年１

年、そういうことを皆さんと色んなことで意見を交えながら、しっかり１年間頑張

っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 １年間、またよろしくお願いいたします。 

 そういうことで、議題の方に入らせていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○議長（下川 安君） それでは、早速議題に入りたいと思います。本日は、議第１号

から５号までの１０４件の議案の審議、それから、第１号から３号まで２０件の報

告があります。皆様の慎重なる御審議をどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の議事録署名者は、委員番号５番の坂本正敏委員と６番の小山昭委員にお

願いいたします。 

 なお、委員各位並びに事務局におかれましては、個人情報等の発言には十分御注

意をお願いしたいと思います。また、発言の際は、委員番号それから氏名を述べた

上で、発言をいただきますようよろしくお願いいたします。併せて、採決につきま

しては、議決権のある農業委員のみの挙手でよろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（下川 安君） それでは、はじめに議第１号農地法第３条の規定による許可申

請についてを議題といたします。件数は１４件です。 

 このうちですね、受付番号１４番につきましては、玉名市農業委員会会議規則第

１２条の議事参与の制限規定に水本推進委員が該当するため、受付番号１３番まで

を先に採決をし、１４番の審議前に水本推進委員の退室を求めたいと思います。 

 それでは、事務局より説明をよろしくお願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案１ページをお願いいたします。 

 議第１号農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条第１項の規

定による下記農地の所有権移転及び使用収益権設定許可申請について許可するもの

とする。令和８年１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、滑石と熊本市西区の申請人で、滑石の田９５２㎡外２筆、計２,８９８㎡

を相手方の要望と経営拡張のため賃貸借権を結ぶものです。 
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 ２番、大阪府富田林市と玉名郡玉東町の申請人で、伊倉北方の畑１,０３３㎡外

２筆、計５,３１５㎡を労力不足と相手方の要望のため売買するものです。 

３番、松木と伊倉北方の申請人で、伊倉北方の畑１,９８３㎡外３筆、計５,５２４㎡

を労力不足と相手方の要望のため売買するものです。 

 ４番、大倉の申請人で、向都留の田８８２㎡外１筆、計１,６１９㎡を労力不足

と相手方の要望のため売買するものです。 

 ５番、北九州市小倉南区と岱明町の申請人で、岱明町の田、現況畑６０１㎡外１

筆、計１,１６７㎡を労力不足と経営拡張のため売買するものです。 

 ６番、岱明町の申請人で、岱明町の田２,０７８㎡外２筆、計４,１５３㎡を子へ

贈与するものです。 

 ７番、滑石と岱明町の申請人で、滑石の田９６５㎡外４筆、計４,８５５㎡を労

力不足と相手方の要望のため贈与するものです。 

 ８番、熊本市中央区と熊本市南区の申請人で、岱明町の畑７００㎡を労力不足と

相手方の要望のため売買するものです。 

 ９番、熊本市中央区外６名と横島町の申請人で、横島町の田１,５４１㎡を労力

不足と相手方の要望のため売買するものです。 

 １０番、築地と横島町の申請人で、横島町の田７８２㎡外１筆、計１,５８７㎡

を労力不足と経営拡張のため売買するものです。 

 １１番、横島町の申請人で、横島町の田１,７８６㎡外４筆、計９,４３６㎡を子

へ贈与するものです。 

  １２番、石貫外１名と横島町の申請人で、横島町の畑４,３１９㎡外６筆、計

３４９,００５㎡を労力不足と経営拡張のため売買するものです。 

 １３番、熊本市西区の申請人で、天水町の畑２５２㎡を労力不足と相手方の要望

のため売買するものです。 

 以上１３件、合計７３,９５２㎡につきまして、農地法第３条第２項各号の禁止

規定から申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、

技術、地域との関係も問題がないことから、許可要件の全てを満たしているものと

判断し、御提案しております。 

 また、１２月２４日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりましたので、受付番号の１番から

順に委員の説明をよろしくお願いします。また、連続して説明される場合は続けて

よろしくお願いします。 

 それでは、１番についてよろしくお願いします。 
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○４番（梅田政次郎君） 農業委員４番、梅田です。１番の案件について御説明します。 

 この案件は、基盤強化から３条への相手からの要望で、契約の引き継ぎになりま

す。今までどおりの耕作となりますので、何ら問題ありません。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、２番をお願いいたします。 

○７番（東 英治君） 農業委員７番、東です。２番の案件について説明します。 

 申請地は、公立中学校から西へ約４００ｍのところにある５,３１５㎡の畑で、

現在、作付けはされておりません。譲渡人は労力不足、譲受人は相手方の要望、譲

受人は申請地区で仕事をしておられます。畑では、サツマイモ、ニンニクなどを作

る予定です。農機具は、トラクター、２ｔトラック、軽トラック、草刈り機などを

所有しておられます。 

 何ら問題ないと思いますので、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、３番をお願いいたします。 

○推５番（小山高廣君） 推進委員５番、小山です。３番の案件につきまして説明いた

します。 

 申請地は、公立中学校より北に約５００ｍの場所です。譲渡人は労力不足、譲受

人は相手方の要望、譲受人は畜産をしていて、申請地を１０年前から借りて、牧草

のイタリアンを作っていらっしゃいます。畜産をしていらっしゃいますので、農機

具等は持っていらっしゃいます。 

 現地調査をした結果、何も問題ないと思われますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。続きまして、４番をお願いい

たします。 

○８番（本田多美子君） 農業委員８番、本田です。４番の案件について説明いたしま

す。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は相手方の要望で、専業農家です。 

 現地調査をした結果、何ら問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いし

ます。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、５番をお願いいたします。 

○推１０番（德山幸博君） 推進委員１０番、德山です。５番の案件について説明しま

す。 

 申請地は、国道２０８号線、岱明町地区交差点より県道１６８号線を４００ｍほ
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ど行ったところです。県道を挟んで、左に６０１㎡、右側に１筆５６６㎡、譲渡人

は地元にいないため耕作不能、譲受人は経営拡張と耕作便利による売買です。 

 １２月２４日、現地調査の結果、農機具等も所有しており、何ら問題ないと思わ

れます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、６番をお願いいたします。 

○推１２番（森尾由成君） 推進委員１２番、森尾です。６番の案件について説明いた

します。 

 譲渡人、譲受人は親子です。現在、一緒に息子も農作業をやっておりますし、何

ら問題ないと思います。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、７番をお願いいたします。 

○１３番（髙本昌揮君） 農業委員１３番、髙本です。７番の案件について御説明しま

す。 

 申請地は、地区の港から北の方に５００ｍほど行ったところの、田んぼの真ん中

にあります。譲渡人は労力不足、譲受人は相手方の要望で、現在、耕作もされてお

り、何ら問題はないと思いますので、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、８番をお願いいたします。 

○推１３番（美﨑 毅君） 推進委員１３番、美﨑です。８番の案件について説明しま

す。 

 申請地は、公立小学校より北西へ５００ｍぐらいのところです。譲渡人は労力不

足、譲受人は相手方の要望です。面積は７００㎡あり、野菜類、イモ類を作る予定

です。譲受人は、熊本市内のアパートに夫婦で住んでいますが、仕事先及び実家が

玉名市にあるため、農機具類は実家より借りてきて作る予定です。同時に、畑の隣、

北側にある畑もですね、住宅を建てる予定です。 

 １２月２４日に現地調査しましたが、何ら問題ないと思います。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、９番、１０番につきましては、同じ委員さんです。続けて、よろ

しくお願いします。９番、１０番、１１番ですね。 

○推１５番（大家 保君） 推進委員１５番、大家です。９番と１０番と１１番につい

て説明します。 

  ９番は、譲渡人は熊本市中央区外６名の共有で、譲受人は横島町横島の申請地
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１,５４１㎡を労力不足と相手方の要望のため売買するものです。譲受人は、この

土地を以前から耕作されており、トラクターや田植え機などの機械も所有され、現

地調査を行いましたが、何ら問題ありません。 

 続きまして、１０番の案件について説明します。 

 １０番の案件は、譲渡人は労力不足ということです。譲受人は経営拡張というこ

とです。譲渡人の土地の隣を譲受人が耕作しております。それで、土地の集積にも

なりますし、何ら問題ないと思います。 

 それから、１１番の案件です。 

 譲渡人と譲受人は親子の関係で、親から子への贈与です。家族と外国人技能実習

生で、トマト栽培と稲作をされており、優れた経営をされている農家です。認定農

家でもあり、何ら問題ないと思います。 

 以上、３件の説明です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、１２番をお願いいたします。 

○１６番（古田知明君） 農業委員１６番、古田です。１２番の案件について説明しま

す。 

 申請地は、地区公民館から東へ５００ｍほど行ったところに点在しております。

面積は３４,９０５㎡、畑地です。譲渡人は労力不足、譲受人は相手方の要望、作

業に必要なトラクター、コンバイン、田植え機等も所有しており、現地調査した結

果、何ら問題ないと思います。所有後は、飼料米を作る予定だそうですが、現在状

況を言いますと、現在、木があちこちに生えており、重機等を入れて整備しないと

いけない状態でありました。そういう状態でした。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、１３番をお願いいたします。 

○１９番（坂門聡一君） 農業委員１９番、坂門です。１３番の案件について御説明い

たします。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は相手方の要望ということで、申請地は２５２㎡の農

地です。譲受人は、農機具を所有していて、野菜を作る予定です。現地はですね、

県道１号沿いにある見晴らしのよい農地で、農作物も作付けできると思われます。 

 現地調査した結果、何ら問題ございませんでした。審議のほどよろしくお願いし

ます。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ただいま、３条申請について、１番から１３番までの委員の説明が終わりました
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けども、皆さんの方から何か御質問、御意見等はございませんでしょうか。 

 はい、本田委員。 

○８番（本田多美子君） すみません、農業委員、本田です。１２番の案件の中の株式

会社ＭＭＲてあるんですけど、どういった作物とかどういう、ちょっと教えてもら

えたらと思います。 

○議長（下川 安君） はい、事務局。 

○事務局次長（棚木章文君） 事務局の棚木と申します。株式会社ＭＭＲさんなんです

けれども、横島の方で農業の活動をされている農業法人で、農作業の受託などを現

在されております。ここに書いてありますとおり、所有されている面積はゼロとい

うことなので、今回農地を取得されて、経営の拡張の方をされるという予定ですね。

以上です。 

○８番（本田多美子君） このＭＭＲさん、経営主さんといいますか、地元の方ですか、

それとも、どっかから来とんなっとですか。 

○事務局次長（棚木章文君） 基本的に地元の方で構成されています。干拓というか海

沿いの方の方々です。 

○議長（下川 安君） 社長は？ 

○事務局次長（棚木章文君） 社長さんは、横島町の方、ちょっと個人情報は。 

○８番（本田多美子君） はい、分かりました。ありがとうございました。 

○議長（下川 安君） よろしいですか。 

○８番（本田多美子君） はい。 

○議長（下川 安君） ほかにありませんか。 

(なしの声) 

○議長（下川 安君） ほかになければ、採決に移らせていただきます。 

 議第１号農地法第３条の規定による許可申請１３件につきまして、原案どおり許

可することに異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

受付番号１番から１３番、１３件については、許可することに決定いたします。 

 ここで、議第１号、受付番号１４番の審議に入る前に、議事参与の制限規定によ

り、水本推進委員の退室を求めます。 

― 推１番 水本信之君 退室 ― 

○議長（下川 安君） はい、水本推進委員が退室されましたので、審議を行います。 

それでは、事務局より１４番の説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局長（西山美和君） 議案４ページをお願いいたします。 
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１４番、河崎の申請人で、河崎の畑９８９㎡を、労力不足と相手方の要望のた

め売買するものです。 

 以上１件、合計９８９㎡につきまして、農地法第３条第２項各号の禁止規定から

申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、技術、地

域との関係も問題ないことから、許可要件の全てを満たしているものと判断し、御

提案しております。 

 また、１２月２４日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく

御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） 事務局の説明が終わりましたので、委員の説明をよろしくお願

いいたします。 

 それでは、１４番をお願いします。 

○３番（村上孝夫君） 農業委員３番、村上です。１４番の案件について説明します。 

譲渡人は労力不足、譲受人は相手方の要望です。 

 現地調査した結果、何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

３条申請、受付番号１４番について、委員の説明が終わりました。皆さんの方

から御意見、御質問があればよろしくお願いいたします。 

(なしの声) 

○議長（下川 安君） なければ、採決の方に移ります。 

 議第１号農地法第３条の規定による許可申請１４番について、原案どおり許可す

ることに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第１号、１４番については、許可することに決定いたしました。 

 ここで、水本推進委員の入室を求めます。 

― 推１番 水本信之君 入室 ― 

○１３番（髙本昌揮君） 農業委員１３番、髙本です。すみません、ちょっと１つ、い

いですか。先の１２番の案件なんですけど、これは売買がですね、売買の額がです

ね、１０ａ当たり５００万円ぐらいになっているんですよ。５０万円か。これは飼

料用の作物を作って、畑なら水張りとかは、どういう状況なのかここは。 

○１６番（古田知明君） 現在、私が見た限りですよ、木が生えとってですね、それを

元に戻すというのは、だいぶん手がかかるなと。本人が言いなっとはね、「でくっ

とじゃなかですか」て。 

○１３番（髙本昌揮君） なるほど、分かりました。すみません。 
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○４番（梅田政次郎君） ４番、梅田です。これって、前競売にかけられていた。 

○１６番（古田知明君） 競売にかけられていたところの近くですね。 

○４番（梅田政次郎君） その近くなんですか。分かりました。ありがとうございます。 

○議長（下川 安君） よろしいですか。 

○４番（梅田政次郎君） はい。 

○議長（下川 安君） もう１回確認します。議第１号の１４件については、許可する

ことでいいですか。 

○４番（梅田政次郎君） 大丈夫です。 

○議長（下川 安君） 次に、議第２号農地法第４条の規定による許可申請についてを   

議題といたします。件数は２件です。 

   なお、受付番号１番と２番には、始末書の添付がありますので、委員の説明の前

に、事務局担当者が読み上げます。 

 それでは、事務局の方から説明をよろしくお願いします。 

○事務局長（西山美和君） 議案５ページをお願いいたします。 

 議第２号農地法第４条の規定による許可申請について。農地法第４条第１項の規

定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和８年１月

５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、申請物件が伊倉北方の畑、現況宅地１,８４５㎡で、転用目的は畜産施設

です。農地区分は、おおむね１０ha以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農

地と判断しております。第１種農地は原則不許可となるところですが、転用目的は農

業用施設であり、許可は可能となっております。 

 ２番、申請物件が岱明町の畑、現況雑種地２３７㎡で、転用目的は資材置場です。

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地

と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 以上２件、合計２,０８２㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全ての

項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案

しております。 

 また、１２月２４日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく

御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりました。 

受付番号１番につきましては、始末書が出ていますので、事務局担当者が読み

上げます。 

○主事（山口遥大君） ― １番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） それでは、始末書が読み上げられましたので、１番について、
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委員の説明をよろしくお願いいたします。 

○推５番（小山高廣君） 推進委員５番、小山です。１番の案件につきまして説明いた

します。 

 申請地は、公立中学校より北に約８００ｍの場所です。先ほど、事務局から始末

書の説明があったとおり、申請地には、既に畜産施設の牛舎と堆肥舎が建っており

ます。既存の自己所有施設に隣接しており、新たな道路造成や大規模なインフラ整

備等を必要とはしない。申請地は、住宅地から一定の距離を保っており、畜産経営

に不可欠な堆肥管理棟において、周辺住民への影響も最小限に抑えられていると思

います。転用面積は１,８４５㎡で、施設面積は８６５.４０㎡です。給排水計画、

給水方法はなし、排水方法は、雨水は地下浸透させ、オーバーフローする分は道路

側溝に排水する。生活雑排水、汚水は発生しない。被害防除計画、工事完了済みの

ため、造成工事等は行わない。周辺の農地に被害が発生した場合は、申請人の法的

責任の範囲内で対処する。 

 現地調査した結果、特に問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、受付番号２番に始末書が出ています。事務局担当者が読み上げます。 

○主事（山口遥大君） ― ２番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） 始末書が読み上げられましたので、２番につきまして委員の説

明をよろしくお願いいたします。 

○推１２番（森尾由成君） 推進委員１２番、森尾です。２番の案件について説明いた

します。 

 先ほど、第３条でもありましたけれども、申請人から息子への贈与というところ

で手続きを進めていたところ、現在、事務局から説明があったような状況でありま

したので、改めて申請をするものです。周りも畑地で、現在、何ら問題ない状況で

あります。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ４条の申請２件につきまして、委員の説明が終わりましたけども、皆さんの方か

ら何か御質問がありましたらよろしくお願いします。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移らせていただきます。 

議第２号農地法第４条の規定による許可申請２件につきまして、原案どおり許

可することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 
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○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、議第２号につき

ましては、許可することに決定いたしました。 

 続きまして、議第３号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といた

します。件数は４件です。 

 なお、受付番号１番については始末書、３番については顛末書の添付があります

ので、委員の説明の前に事務局担当者が読み上げます。 

 それでは、事務局より説明を願います。 

○事務局長（西山美和君） 議案６ページをお願いいたします。 

 議第３号農地法第５条の規定による許可申請について。農地法第５条第１項の規

定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和８年１月

５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、申請物件が伊倉南方の畑、現況雑種地１９９㎡で、転用目的は駐車場、資

材仮置場です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地

で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ２番、申請物件が岱明町の畑１９８㎡外１筆、計４６４㎡で、転用目的は個人住

宅です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第

２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ３番、申請物件が岱明町の畑８０９㎡で、転用目的は貸資材置場です。農地区分

は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、

ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ４番、申請物件が岱明町の畑４８９㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、ほ

かに適当な場所がないものと判断しております。 

 以上４件、合計１,９６１㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全ての

項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案

しております。 

 また、１２月２４日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく

御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） 事務局の説明が終わりました。それでは、受付番号の１番につ

いては、始末書が出ていますので、事務局担当者が読み上げます。 

○主事（山口遥大君） ― １番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） 始末書が読み上げられましたので、１番につきまして、委員の

説明をお願いいたします。 

○７番（東 英治君） 農業委員７番、東です。１番の案件について説明します。 
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 申請地は、公立小学校から西へ約３００ｍの場所にあり、面積１９９㎡です。譲

渡人は、現在神奈川におられ、始末書にもありましたように、現在のままの申請で

お願いしたいとのことです。譲受人は、申請地の道路の向かい側で、電気工事店の

仕事をされておられます。転用目的は、駐車場、資材仮置き場にするそうです。事

業面積は１３７.５㎡、後ろの方が斜面、土手になっておりますので、６１.５㎡が

ほとんど使えない状態です。給排水はなく、雨水は自然地下浸透、万一、被害が発

生した場合は、申請者が責任を持って対応するとのことです。 

 何ら問題はないと思いますので、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、２番をお願いいたします。 

○１１番（村上 孝君） 農業委員１１番の村上です。２番の案件について説明します。 

申請地は、岱明町地区のほたるの里の近くです。申請人は現在、両親の家に親

子４名で居住されており、生活空間が手狭で、プライバシーの確保や独立した生活

を送るため、隣接している申請地を親戚から贈与してもらい、住宅を建設する計画

です。 

 計画の概要は、転用面積が４６４㎡で、建築面積９１.５㎡の木造平屋建ての個

人住宅を建設するものです。給排水計画は、給水は玉名市の上水道に接続、生活排

水は合併浄化槽を設置し、浄化後、道路側溝に流します。雨水は、集水桝を設置し、

道路側溝に放流します。被害防除計画は、西側道路の法面には、法面崩落防止のた

めコンクリートの吹付けをして、擁壁工事を行うとのことです。転用にあたっては、

近接農地への被害発生がないよう十分注意するが、もし被害があった場合は、申請

人が、法的責任の範囲で対処するそうです。 

 １２月２４日に現地調査をしましたが、別に問題はないと思われますので、御審

議のほどお願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、次の３番には顛末書が出ていますので、事務局担当者が読み上げま

す。 

○主事（山口遥大君） ― ３番の案件について顛末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） 顛末書が読み上げられましたので、３番について委員の説明を

よろしくお願いいたします。 

○推１２番（森尾由成君） 推進委員１２番、森尾です。３番の案件について説明いた

します。 

 この案件は、前回９月の総会で一度提出して許可をいただいたものなんですけれ

ども、今、顛末書にあったように一部農地にかかっておりましたので、改めて申請
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をやり直したという案件です。 

 よろしく御審議ください。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、４番をお願いいたします。 

○推１３番（美﨑 毅君） 推進委員１３番、美﨑です。４番の案件について説明しま

す。 

 申請地は、先ほど、議題１号８番の案件で説明した場所の隣、北側の道路側にあ

ります。転用目的は個人住宅です。転用面積は４８９㎡、木造２階建て、建築面積

は８０.３２㎡です。南側が住宅です。北側が駐車場になります。農地との境界に

は、２段ほどブロックを設置し、土砂が流出しないようにします。給排水計画、給

水方法は、市の上水道を利用します。排水方法は、雨水は敷地内雨水排管により側

溝に流します。生活雑排水、汚水は合併浄化槽を設置し、側溝に流します。被害防

除計画、万一、周辺農地等に被害が生じた場合及び生じる恐れがある場合は、計画

者が責任を持って解決します。 

 １２月２４日に現地調査しましたが、何ら問題ないと思います。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ５条申請につきまして、委員の説明が終わりましたけども、皆さんから御意見、

御質問はございませんでしょうか。 

○５番（坂本正敏君） 農業委員５番、坂本です。今の４番の案件と２ページの８番の

案件、隣同士の農地を言われましたが、この農地の取引価格に差があるんですけど、

それはその違いていうとは。 

○推１３番（美﨑 毅君） その土地のですね、一番奥の方は、下が崖になっています。

そこを農地ていうところですね。それと、ずっと畑の先は、山とか木がいっぱい植

わっています。 

○５番（坂本正敏君） 畑としての利用が、この住宅を建てられるところは良くて、そ

のまま農地で購入されるところは、条件が悪いということですか。 

○推１３番（美﨑 毅君） そうです、そうです。それから、先の方は、まるっきり山

ですね。この畑と説明したところは、７００㎡あるでしょう。そこにも、木とか竹

とか生えている。それから、下に行ったら、下はみんな山になっています。 

○５番（坂本正敏君） 分かりました。要するに、条件が悪いので安い価格ということ、

分かりました。これは、地元の人間ですか。 

○推１３番（美﨑 毅君） 何か、地元出身か何かの人でですね、どこに行きよっとか

て言うたら漁業団体に行きよって。玉名の方に家ば建てたかていうて、土地を探し
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ていたみたいですね。そして、たまたまここに。 

○５番（坂本正敏君） 売り手も、誰かおらんかなあて、見つけよったそうです。 

○推１３番（美﨑 毅君） その譲渡人の人が、地元におらんのですね。熊本市の方に

おるけん、こっちの方には、ほとんど来てないような状態ですよね。 

○議長（下川 安君） よろしいですか。坂本委員、いいですか。 

○５番（坂本正敏君） 大丈夫です。 

○議長（下川 安君） ほかに何か御質問、御意見ありませんか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移らせていただきます。 

 議第３号農地法第５条の規定による許可申請４件につきまして、原案どおり許可

することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第３号については、許可することに決定いたしました。 

 続きまして、議第４号農用地利用集積等促進計画の意見決定についてを議題とい

たします。件数は４９件です。 

 それでは、事務局より説明を願います。 

○事務局長（西山美和君） 議案８ページをお願いいたします。 

 議第４号農用地利用集積等促進計画の意見決定について。農地中間管理事業の推

進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画に対する意

見について、次のとおり決定する。令和８年１月５日提出、玉名市農業委員会会長、

下川 安。 

 ９ページの総括表、１０ページの総括表のうち期間借地、１１ページから１５ペ

ージの集計表のとおり玉名市長より意見を求められております。 

 今回は、所有権移転が４件、８,８６４㎡、利用権設定が４５件、１７２,８２６

㎡、合計４９件、１８１,６９０㎡の集積で、いずれも、農地中間管理事業の推進

に関する法律第１９条第３項の各要件を満たしているものと判断し、御提案してお

ります。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりましたけれども、皆さんから御意

見、御質問がありましたらよろしくお願いしたいと思います。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移ります。 

 議第４号農用地利用集積等促進計画の意見決定４９件について、原案どおり決定
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することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第４号については、原案どおり意見決定いたしました。 

 続きまして、議第５号農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定についてを

議題といたします。件数は３５件です。 

 事務局より説明を願います。 

○事務局長（西山美和君） 議案１６ページをお願いいたします。 

 議第５号農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定について。農地中間管理

事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画に

対する意見について、次のとおり決定する。令和８年１月５日提出、玉名市農業委

員会会長、下川 安。 

 １７ページから２０ページの集計表のとおり、玉名市長より意見を求められてお

ります。今回の配分は３５件で、いずれも、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１９条第３項の各要件を満たしているものと判断し、御提案しております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりました。皆さんから、御意見、御

質問があればよろしくお願いしたいと思います。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ、採決に移らせていただきます。 

 議第５号農用地利用集積等促進計画（配分）の意見決定３５件につきまして、原

案どおり決定することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第５号については、原案どおり意見決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（下川 安君） 次に、報告に移ります。 

 報告第１号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について、報告第２号許可書返

納届について、報告第３号許可申請の取下げについて、以上２０件を事務局より併

せて報告をいたします。 

○事務局長（西山美和君） ２１ページをお願いいたします。 

 報告第１号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条第６

項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理したので
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報告します。令和８年１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 今回、２４ページまでの１７件、合計３６,８５３㎡の解約通知を受理しており

ます。 

 続きまして、２５ページをお願いいたします。 

 報告第２号許可書返納届について。下記の物件は、農業委員会許可後に許可書返

納の届出があったので報告します。令和８年１月５日提出、玉名市農業委員会会長、

下川 安。 

 今回、１件の届出を受理しております。 

続きまして、２６ページをお願いいたします。 

報告第３号許可申請の取下げについて、下記の物件は、許可申請後に取下げの

届出があったので報告します。令和８年１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下

川 安。 

 今回、２件の届出を受理しております。 

以上、報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．閉 会 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

これで、本日予定の議案の審議と報告が終わりましたので、これをもちまして、

令和８年第１回の農業員会総会を閉会させていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後２時５８分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名捺印

する。 

令和８年１月５日 
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